
障害者雇用率の０．１％引上げの時期について（案）

引上げ時期 ：令和３年１月１日

主な理由

○ 採用準備段階から採用後の定着支援までの一貫した「企業向けチーム支援」をハローワークで実施。
○ ハローワークに「精神障害者雇用トータルサポーター」等を配置し、カウンセリング等の専門的な支援を実施。
○ 職場での職務遂行やコミュニケーション等の課題解決を行うジョブコーチによる職場訪問・支援を促進。
○ 「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の実施を通じ、精神障害者等が働きやすい職場づくりを促進。

○ 各指標について、過去最高を更新中。
・ 実雇用率：2.05％（平成30年）、2.11％（令和元年）
・ 雇用障害者数：534,769.5人（平成30年）、560,608.5人（令和元年）
・ ハローワークを通じた障害者の就職件数：97,814件（平成29年度）、102,318件（平成30年度）

うち精神障害者の就職件数：45,064件（平成29年度）、48,040件（平成30年度）

○ 引上げ時期の周知に一定程度の期間を確保することが必要。

○ 法定雇用率達成に向けた雇入れ計画に基づく企業の取組や行政の指導のサイクルと合致。
・ 法定雇用率未達成企業が作成する雇入れ計画は、始期が１月１日、終期が２年後の12月末。
・ 引上げ時期を１月１日とすれば、新たに計画を作成する企業は、計画の始期から新たな雇用率を前提として
取組を開始できる。
・ （引上げ公布前に）既に計画を作成・実施している企業においても、１年ごとの実施・進捗管理のサイクルに合致。

障害者雇用促進の取組状況（主な取組内容）

障害者雇用の進展状況

雇入れ計画に基づき取り組む企業等にとっての簡明性・利便性

企業への周知

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令（平成29年政令第175号）
附則

（経過措置）
３ 前項の規定は、この政令の施行の日[平成三十年四月一日]から起算して三年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進
し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとする。

資料４
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障害者雇用の状況

（令和元年６月１日現在）

○ 民間企業の雇用状況
雇用者数 56.1万人 （身体障害者35.4万人、知的障害者12.8万人、精神障害者7.8万人）
実雇用率 2.11％ 法定雇用率達成企業割合 48.0％

○ 雇用者数は16年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。

2



ハローワークにおける障害者の職業紹介状況

○ 平成30（2018）年度の就職件数・新規求職申込件数は、前年度から更に増加。

○ 就職件数は102,318件と10年連続で増加。新規求職申込件数は211,271件と19年連続で増加。
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障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している雇用ゼロ企業に対して、企業ごとのニーズに合わせた支

援計画を作成し、準備段階から採用後の定着支援まで一貫して企業の障害者雇用を支援する。

障害者雇用ゼロ企業に対する提案型雇用支援の推進

障害者雇用推進チーム

○ 労働局・ハローワークに配置する「就職支援コーディネーター」が企業に訪問し、企業のニーズに
合わせた支援計画を作成。

○ ハローワークが中心となって、地域の関係機関と連携して「障害者雇用推進チーム」を結成。
地域の現状やニーズを踏まえた支援メニューについて検討し、効果的・効率的な取組方針を決定。

就職支援コーディネーター

地域障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター 福祉事業所

自治体ハローワーク

障害者雇用推進チーム

準備段階 採用活動 採用後

・企業向けセミナー
・業務の切り出し支援
・求人受理

・職場実習の実施
・就労移行支援事業所や
特別支援学校の見学

・各種助成金制度の活用支援
・ジョブコーチ等の活用案内
・職場定着支援

支援計画

5



・障害者就業・生活支援センター
・就労移行支援事業所
・医療機関 等

地域障害者
職業センター

精神障害者
（新規求職者約94,000人)

精神障害者雇用トータルサポーターについて

○緊張感や不安感が非常に強い者
○生活面での課題がある者
○離転職を繰り返す者
○障害受容や認知が十分でない者
○安定所以外の支援機関の援助が
得られない者

ハローワークにおいて、求職者本人に対するカウンセリングや就職に向けた準備プログラムを実施す
るとともに、事業主に対して、精神障害者等の雇用に係る課題解決のための相談援助等の業務を実施
○平成29年度実績 就職に向けた次の段階への移行率７３．９% ※相談支援を終了した者のうち、就職、職業訓練等へ移行した割合

概要

・職業評価
・準備支援
・ジョブコーチ

支援依頼 連 携

ハローワーク
専門援助部門

専門機関

業務内容

精神障害者雇用
トータルサポーター

精神障害者に対する支援
・ カウンセリング
・就職準備プログラムの実施
・職場実習のコーディネート
・専門機関への誘導
・フォローアップ

アウトリーチによる
企業への働きかけ
・課題解決のための相談援助
・個別定着支援

・医療機関と企業の橋渡し業務

・先進事例の収集

・精神保健福祉士
・臨床心理士 等
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職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援

障害者の職場適応を容易にするため、ジョブコーチが職場を訪問し、
・ 障害者に対する職務の遂行や職場内のコミュニケーションに関する支援
・ 事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を実施

職場適応上の
課題を分析し、
集中的に改善を
図る

支援ノウハウの伝授や
キーパーソンの育成に
より、支援の主体を
徐々に職場に移行

数週間～
数か月に
一度訪問

移行支援
週１～２日訪問

集中支援
週３～４日訪問

フォローアップ

支援期間１～８か月（標準２～４か月）
※地域障害者職業センターの場合

＜支援内容＞

家族上司・同僚

事 業 主
(管理監督者・人事担当者)

ジョブコーチ

障 害 者

・ 障害の理解に関する社内啓発
・ 障害者との関わり方に関する助言
・ 指導方法に関する助言

・安定した職業生活を送るための家族
の関わり方に関する助言

・障害特性に配慮した雇用管理に関する支援
・配置、職務内容の設定に関する支援

・職務の遂行に関する支援

・職場内のコミュニケーションに関する支援

・体調や生活リズムの管理に関する支援

＜標準的な支援の流れ＞ ＜ジョブコーチ養成実績（平成30年度）＞

計1,379人（9,521人）

－訪問型ジョブコーチ（福祉施設型） 620人（6,517人）

－企業在籍型ジョブコーチ（事業所型） 759人（3,004人）
※（ ）内は、養成研修開始（平成17年度）からの養成実績累計

＜地域障害者職業センターのジョブコーチによる支援実績＞

・支援対象者 3,497人

・職場定着率（支援終了後６か月時点） 88.7％
（支援終了後６ヵ月時点：29年10月～30年９月までの支援終了者の実績） 7

（平成30年度）



精神障害、発達障害のある方々が安定して働き続けるためのポイントの一つは「職場において同僚や上司がその人の

障害特性について理解し、共に働く上での配慮があること」だが、企業で働く一般の従業員が障害等に関する基礎的な

知識や情報を得る機会は限定的。ハローワークでは、一般の従業員を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しい

理解を促し、職場での応援者（精神・発達障害者しごとサポーター）となる講座を、平成29年秋より開始。

趣 旨

内 容 ◆ ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の特性」、

｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」等について

メ リ ッ ト ◆精神・発達障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを、

短時間で学ぶことができます。

講座時間◆ 90～120分程度（講義75分、質疑応答15～45分程度）を予定

受講対象◆ 企業に雇用されている者を中心に、どなたでも受講可能

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問わない。

※ 受講者には、「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を進呈（数に限りあり）。

実 績◆平成30年度 実施回数：2,633回、養成者数：70,700人

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要

ハローワークから講師が事業所に出向く、出前講座も実施。また、精神障害者・発達障害者の雇用でお困りのこ
とがあれば、精神保健福祉士や臨床心理士などが相談対応することも可能。
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障害者雇用率達成指導の流れ

障害者雇用状況報告 ※2015年６月１日時点

雇入れ計画作成命令
※ 2016年１月１日～2017年12月31日の２年計画

雇入れ計画の適正実施勧告
※ 2017年２月末までに実施

特別指導
※ 2018年４月1日～12月31日に実施

企業名の公表
※ 2019年３月末までに実施

次のいずれかに該当する場合（X年の６月１日時点）（同法第４６条第１項）
① 実雇用率が前年の全国平均実雇用率未満、かつ、不足数が５人以上であ
ること。
② 不足数が10人以上であること。
③ 法定雇用障害者数が３人又は４人であり、雇用障害者数が０人であること。

次のいずれかに該当する場合（（X＋１）年12月１日時点）（同法第４６条第６項）
① 障害者雇入れ計画の実施率注が50%未満であること。
② 実雇用率が、30年の６月１日現在における実雇用率を上回っていないこと。

次のいずれかに該当する場合（X＋２）年12月31日時点）
① 実雇用率が（X＋１）年６月１日現在の全国平均実雇用率未満であること
（不足数０人の場合は除く。）
② 不足数が10人以上であること
③ 法定雇用障害者数が３人又は４人の企業であって、雇用障害者数が０人で
あること
※ 法定雇用障害者数が２人以下の事業主は対象外

次のいずれかに該当する場合（（X＋４）年１月１日時点） （同法第４７条）
① 実雇用率が （X＋２）年６月１日現在の全国平均実雇用率未満であること。
② 法定雇用障害者数が３人または４人の企業であって雇用障害者数が０人で
ある場合
※ 法定雇用障害者数が２人以下の事業主は対象外

（注）「計画始期からその年の12月１日までの間における新規雇入れ労働者数に占める新規雇入れ対象障害者数の割合」の
「計画始期から12月31日までの間における新規雇入れ予定労働者数に占める新規雇い入れ予定対象障害者数の割合」に占める割合。

流れ（2015年の雇用状況報告に基づく実施例）

○ 法定常用労働者※数が45.5人以上の事業主
※ 除外率カウント後の常時雇用する労働者

基準
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